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企画提案実施要領  

（令和５年度千葉駅周辺の活性化グランドデザイン見直し等検討業務委託） 

 

１ 趣旨 

   この要領は、「令和５年度千葉駅周辺の活性化グランドデザイン見直し等検討業務委

託」を行う事業者を、プロポーザル（企画提案）方式により選考するための手続きに関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 目的 

   千葉駅周辺は、県都である本市の中心市街地となっており、これまで平成２８年に

「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」（以下「グランドデザイン」という。）を策定

し、千葉都心全体の将来像や取組みの方向性について関係者とともに共有しながら千

葉駅周辺エリアの活性化を推進してきた。 

   「グランドデザイン」を策定して以降、令和２年には、社会情勢の変化などを踏まえ

た一部改定を行った。その後、新型コロナウィルス感染症による生活様式の変化やマン

ション開発の活発化などの更なる社会情勢の変化が生じていることや、令和５年度に

都市づくり・まちづくりの基本的な方針である「ちば・まち・ビジョン」が策定される

ことから、改めて「グランドデザイン」の見直しを行う必要がある。 

「ちば・まち・ビジョン」においては、千葉都心エリアの都市づくり・まちづくりの

方向性として、特徴的なエリアをつなぐネットワークの形成としており、その中心とし

て中央公園プロムナードを位置付けている。このことから、中央公園プロムナード周辺

のまちづくりをより強く推し進めていくため、まちの将来像を具体的に示すとともに、

それを具現化するためのアクションプラン等をまとめた中央公園プロムナード周辺の

「まちづくりビジョン」を新たに作成する。 

本業務では「グランドデザイン」の見直し及び中央公園プロムナード周辺の「まちづ

くりビジョン」の作成にあたって基本的な方針を作成することを目的とする。 

３ 委託概要 

（１）委託名    令和５年度千葉駅周辺の活性化グランドデザイン見直し等検討業務

委託 

（２）委託場所   千葉市中央区富士見外 

（３）委託内容   仕様書のとおり 

（４）委託期間   契約締結日の翌日から令和６年３月２２日まで 

（５）委託限度額  ４，７５２，０００円（消費税込）を上限とする。 

 

４ 参加資格要件 

本企画提案に参加できる者は、以下のすべての要件を満たしている単独企業もしく

は共同企業体とする。共同企業体の場合は、以下の（１）については構成員のうち１者



 

2 

 

が満たしているものとし、（２）については構成員のすべての者が満たしているものと

する。 

（１）過去５年以内に同種業務を実施した実績（＊1）を１件以上有する者。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

で、以下のいずれの項目にも該当しない者であること。 

・国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者 

・手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過しない者 

・当該企画提案日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請をした者で、同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がされていない者 

・民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請をした者で、同法に基づく裁判

所からの再生計画認可がなされていない者 

・千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第９条に規定する暴力団員

等又は暴力団密接関係者 

・公共の安全及び福祉を害する恐れのある団体に所属する者 

・千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指

名停止措置等を参加資格確認申請期限の日から選定結果の通知日までの間に受けてい

る者 

・千葉市内において都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

 

＊1 同種業務とは 

平成３０年度から令和４年度の間に完了した業務委託を対象とし、地方公共団体が発

注する都心部のまちづくりビジョン作成業務に係る業務を指す。 

 

 

５ 応募の手続き 

（１）スケジュール 

事業者選考までの事務手順は次のとおりとする。 

内容 日にち 

実施要領の公表 

参加申込締切、質問締切 

参加通知、質問回答 

企画提案受付締切 

選考結果通知、公表 

契約締結 

令和５年９月２１日（木） 

令和５年１０月２日（月） 

令和５年１０月４日（水） 

令和５年１０月１２日（木） 

令和５年１０月１８日（水） 

令和５年１０月２５日（水）頃 

 

（２）参加申込及び参加資格審査結果の通知 

①受付期間 
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   令和５年１０月２日（月）１７：００まで 

   ※持参の場合は、９：００～１７：００まで（土日祝を除く） 

②受付方法 

   郵送、電子メール又は持参 

③必要な書類 

   ・参加申込書（様式１） 

   ・誓約書（様式２） 

   ・共同企業体協定書（共同企業体を組成する場合） 

   ・同種業務の実績、詳細が確認できるもの（認定書の写し、TECRIS登録書、発注仕

様書など） 

 

   ※千葉市入札参加資格者名簿への登録がない場合、以下の書類を添付 

（名簿登録済みの場合は添付不要。共同企業体の場合は名簿登録がない構成員すべ

てについて提出すること） 

   ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

   ・納税証明書（国税・県税・市税） 

   ・営業沿革書（事業開始から現在に至るまでの営業年数を確認するための書類） 

   ・財務諸表 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書（直近で確定申告を終

えた営業年度に関するもの） 

   ・実績調書（過去２年間の完了業務について「業務の種類」「発注者」「元請／下請」

「業務名」「規模等」「業務履行場所のある都道府県名」「請負代金額（千円）」「業務

期間」をリスト化。記載順は任意で可。） 

  ④参加資格審査結果の通知 

    令和５年１０月４日（水）までに電子メールにて連絡します。 

 

（３）質問の受付及び回答 

①質問受付期間 

   令和５年１０月２日（月）１７：００まで 

   ※持参の場合は、９：００～１７：００まで（土日祝を除く） 

②質問受付方法 

   郵送、FAX、電子メール又は持参 

③質問に必要な書類 

   ・質問書（様式３） 

④質問回答の公表 

   令和５年１０月４日（水）までに市ホームページにて公表します。質問者への個別 

の回答は行いません。 

 

（４）企画提案の受付 
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①受付期間 

   令和５年１０月１２日（木）１７：００まで 

   ※郵送の場合は、令和５年１０月１２日（木）１７：００必着 

※持参の場合は、９：００～１７：００まで（土日祝を除く） 

②受付方法 

   郵送又は持参 

③必要な書類 

 ・企画提案書（様式４） 

 ・業務実施体制 ※任意書式、A4サイズ１枚 

 ・工程計画 ※任意書式、A4サイズ１枚 

   ・評価テーマに関する企画提案 ※任意書式、A3サイズ１枚両面可 

   ・参考見積内訳書 ※任意書式 

  ④提出部数：５セット（正本１セット＋副本４セット） 

   ・A４縦ファイルに書類を綴ってください。 

 ・上記③の書類と合わせて（２）で提出した参加申込書（様式１）も一緒に綴ってく

ださい。 

   ・ファイルには、表紙に、「企画提案書」、「委託名」を明示し、７セットあることを

確認できるように番号を振ってください。 

・副本からは、会社名の記載を削除してください。 

   ・様式各号ごとに、インデックスをつけてください。 

 

６ 優先交渉者の選考 

（１）選考方法 

   ①千葉市が設置する選定委員会の審査員が、提出された企画提案書等を書類審査 

を行い、合計点数が最も高い１者を選定する。 

②採用の可否については、選定委員会の審査員の配点（1人あたり６０点）の合計に対

して、採点合計が５割を超えるか否かを基準とする。 

  ③企画提案参加申込者が１者であっても、同様の審査を行う。 

  ④選定にかかるテーマ、審査項目及び配点は以下のとおりとする。 

   

（２）評価テーマ 

  「千葉駅周辺のまちづくりの将来像に関する検討手法について」 

   本業務は、上位計画である「ちば・まち・ビジョン」の策定等を踏まえて、令和８年

６月頃を目途に「グランドデザイン」の見直しおよび「まちづくりビジョン」の策定を

行うにあたり、以下の４点をポイントとして検討する。 

  ・中央公園プロムナードや河川の位置づけの変更が必要 

  ・現況調査、トレンド予測などから、都心居住を含めた都市構造のあり方の整理が必要 

  ・公共空間（道路、公園）の再編を含めたアクションプランの整理が必要 
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  ・中央公園プロムナード歩道空間を活用した取組みなど現場での動きを踏まえての方

針整理が必要 

その上で、以下の２点について提案すること。（A3サイズ１枚両面以内） 

  ①現況整理・課題整理をするためのデータ分析やまちづくりの方向性を見出すための

検討の具体的な手段と進め方 

  ②千葉駅周辺の将来ビジョンを描く上での「グランドデザイン」及び「まちづくりビジ

ョン」の役割や位置づけ、その他上位計画などを含めた全体としての枠組み 

    

（３）選考基準 

評価項目 配点 

業務実施能力 

・適切な業務実績を持っている。 

・業務を実施する上で適切な人員が確保されており、適切な役割分

担となっている。 

・工程計画が適確に組まれ、効率的な事業実施が期待できる 

合計:15点 

   5点 

 

   5点 

   5点 

企画提案能力 

・仕様書に示す業務内容の達成に必要な手段が明確である 

・検討作業の進め方が明確かつ適切である 

・計画の枠組みづくりが明確かつ適切である 

・当該エリアの特性・特徴を十分理解した提案である 

・市の目指す当該エリアのまちづくりの方向性に合致している 

・企画提案書のまとめ方が、簡潔で分かりやすい 

合計:45点 

   5点 

  10点 

10点 

5点 

  10点 

   5点 

※合計点数が同点の場合は、採点評価項目のうち、「企画提案能力」の点数が高い提

案者を優先交渉者として選考する。「企画提案能力」の点数でも同点の場合は、「企

画提案能力」のうち「検討作業の進め方が明確かつ適切である」と「計画の枠組み

づくりが明確かつ適切である」の点数の合計が高い提案者を優先交渉者として選

考する。「企画提案能力」のうち「検討作業の進め方が明確かつ適切である」と「計

画の枠組みづくりが明確かつ適切である」の点数の合計でも同点の場合は、くじに

より優先交渉者を決定する。 

 

（４）選考結果の通知 

  令和５年１０月１８日（水）に電子メール及び書面にて通知する。 

  ※市ホームページでも選考結果を公表します。 

 

７ 契約 

（１）優先交渉者の決定後は、優先交渉者より改めて見積書を徴収し、詳細な業務の内容 

及び契約条件について、協議・合意した後に、委託限度額の範囲内で随意契約により契

約締結する。 
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（２）前項の交渉が不成立の場合には、市は順次、次点以下の提案者と交渉を行い、予算 

の範囲内で随意契約により契約締結する。 

（３）留意事項 

   ①契約にあたっては、契約書を２通作成（受注者による）し、各１通を保有する。 

   ②契約保証金は要。ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は、免除とする。 

   ③著作権等については、仕様書記載のとおりとする。 

（４）守秘義務 

   本業務を遂行する上で知り得た情報については、千葉市の承認を得ることなく第三者 

に漏らしてはならない。 

 

８ 失格事項 

 企画提案参加申込者が次のいずれかに該当すると千葉市が判断した場合は、失格とする。 

（１）事業者要件を満たさない場合 

（２）本実施要領を順守しない場合 

（３）企画提案書等の提出書類の期限を遅延した場合 

（４）企画提案書等の提出書類に虚偽があった場合 

（５）企画提案書等の提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

（６）提出された業務経費見積書が委託上限を超過している場合 

（７）審査の公平性を害する行為があった場合 

（８）前号までに定めるもののほか、提案にあたって著しく審議の公平性に反する行為あ 

った場合 

 

９ その他 

（１）企画提案書等の作成・提出、及びプレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担

とする。 

（２）書類提出後の追加及び修正は、原則認めない。また、提出された企画提案書類等、書

類一式の返却はしない。 

（３）採択された企画提案書類の著作権は、千葉市に帰属する。 

（４）提出書類や選考結果（不採用となった団体の名称、審査結果を含む）は、第三者から

公文書開示請求があった場合、千葉市情報公開条例（平成１２年４月３日条例第５２号）

の規定に基づき、公にすることにより、当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害する恐れがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、企画提案書選

考期間中は、同条例第７条第１項第５号の規定に基づき、開示の対象としない。 

（５）本企画提案に関連し、知り得た情報については、千葉市の承諾を得ることなく、第三

者に漏らしてはならない。 

 

１０ 問い合わせ先（提出先） 

  千葉市 都市局 都市部 都心整備課（本庁舎４階） 
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  〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

  電話 043-245-5327 FAX 043-245-5627 

  電子メール toshinseibi.URU@city.chiba.lg.jp 

  担当 勝地、松崎、栗澤 


